
長崎県消費者被害防止ネットワーク情報 

警戒情報  長崎県消費者センターからの情報です。 

 

配信日 平成 2７年３月３日 
 

クリーニングのトラブルに関する注意情報！ 

〈相談内容〉 

  ２ヶ月前、紳士スーツをクリーニングに出し、１週間後に引き取りに行ったが、ズボンが見

当たらなかった。クリーニング店は工場などを探すと言った後、連絡がないので、どうなった

か尋ねたところ、紛失したようだと言われた。このスーツは１年前に１０万円で買ったもの。

クリーニング店から購入金額の８割、８万円を返金すると提案された。ただし、上着もクリー

ニング店に渡さなくてはいけないという。納得できない。 

 

★消費生活センターからのアドバイス 

1 全国クリーニング生活衛生同業組合連合会（全ク連）が作成した「クリーニング事故賠償基準」

によると、スーツのようなセットの服で価格が不明であれば、片方に問題がなくてもセットで店側

が賠償することになります。その場合、上着は店に渡さないといけませんが、どうしても渡したく

ないときは、賠償額が減額されます。 

2  賠償額は、物品の再取得価格（事故発生時のその物品の標準的な小売価格）に補償割合をかけて

算定されます。購入から時間がたっていると購入時の金額と同額の補償にはなりません。 

３ 消費者がクリーニングを引き取ってから６ヶ月、またクリーニング店に洗たく物を預けたまま１

年を経過したときは賠償されませんので、衣類を早めに引き取り、引き取った後は問題がないか

すぐに確認するようにしましょう。 

※おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの消費生活センター、または市町相談窓

口にご相談ください。 
★おかしいと思ったら一人で悩まず早めに相談を 
長崎県消費生活センター ０９５－８２４－０９９９ 

[相談受付時間]平日（月～金曜日）…午前９時～午後５時（１２時～１３時を除く）

 

相談 ： 市町の相談窓口や最寄りの警察署 

長崎市消費者センター              松浦市消費生活センター 

（０９５－８２９－１２３４）            （０９５６－７２－１８６１） 

佐世保市消費生活センター           対馬市消費生活相談所 

（０９５６－２２－２５９１）            （０９２０－５２－８３２２） 

島原市消費生活センター                五島市消費生活センター 

（０９５７－６２－９１００）            （０９５９－７２－６１４４）  

諫早市消費生活センター                西海市消費生活センター 

（０９５７－２２－３１１３）            （０９５９－３７－０１４５）   

大村市消費生活センター                雲仙市消費生活センター 

（０９５７―５２―９９９９）            （０９５７―３８－７８３０） 

平戸市消費生活センター             南島原市消費生活センター 

（０９５０―２２―４１１１）           （０９５７－８２－３０１０） 
壱岐市消費生活センター 

     （０９２０－４８－１１３５） 

他各市町相談窓口 


